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中
国
と
の
友
好
都
市
提
携
を
通
じ
た
影
響
力
工
作
へ
の
警
戒
と
情
報
共
有
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

我
が
国
の
多
数
の
自
治
体
は
、
中
国
と
の
友
好
都
市
提
携
を
結
ん
で
お
り
、
一
般
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
に
よ
れ

ば
、
本
年
十
月
時
点
で
友
好
都
市
提
携
千
八
百
二
十
四
件
中
三
百
八
十
二
件
（
二
十
一
％
）
が
中
国
と
の
提
携
で
、
米
国
（
四

百
六
十
四
件
、
二
十
五
％
）
に
次
ぐ
規
模
で
あ
る
。
一
方
、
欧
米
で
は
中
国
が
友
好
都
市
提
携
を
相
手
国
へ
の
政
治
的
影
響
力

拡
大
の
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
る
と
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
。 

 

「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
国
際
交
流
の
在
り
方
に
関
す
る
指
針
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
自
治
省
）
」
で
は
、
地
域
レ
ベ
ル

で
の
国
際
交
流
の
意
義
と
し
て
、
①
住
民
の
国
際
認
識
・
理
解
を
養
成
、
②
地
域
イ
メ
ー
ジ
を
国
際
レ
ベ
ル
で
高
揚
、
③
地
域

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
、
④
地
域
産
業
・
経
済
の
振
興
、
⑤
必
要
な
情
報
を
収
集
・
提
供
、
⑥
行
政
主
体
と
し
て
の
国
際

協
力
を
行
う
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
組
は
、
国
際
社
会
で
の
理
解
増
進
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

活
性
化
は
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
は
、
我
が
国
と
は
異
な
る
政
治
体
制
を
持
ち
、
ま
た
我
が
国
と
は
領
土
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の

軍
事
力
は
安
全
保
障
上
の
深
刻
な
脅
威
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
共
産
党
政
府
指
導
の
下
、
平
時
か
ら
情
報
戦
や
影
響
力

工
作
が
軍
民
の
区
別
な
く
展
開
さ
れ
、
他
国
の
政
治
に
介
入
し
て
い
る
こ
と
が
国
際
的
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
中
国
と
の



 

２ 

 

提
携
に
は
、
よ
り
慎
重
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

米
国
国
家
情
報
長
官
室
の
国
家
防
諜
安
全
保
障
セ
ン
タ
ー
（
Ｎ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
が
、
二
〇
二
二
年
七
月
に
公
表
し
た
「
米
国
の
州

お
よ
び
地
方
レ
ベ
ル
の
政
府
お
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
を
中
国
の
影
響
力
工
作
か
ら
保
護
す
る
」
と
題
し
た
報
告
書
に
よ
れ

ば
、
中
国
政
府
は
「
米
国
の
政
策
に
影
響
を
与
え
、
自
国
の
地
政
学
的
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
、
地
方
政
府
と
の
関
係
を
利

用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
」
「
米
国
の
国
内
政
策
を
、
中
国
に
と
っ
て
望
ま
し
い
方
向
へ
唱
道
す
る
代
弁
者
と

し
て
、
州
や
地
方
の
リ
ー
ダ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
警
告
し
て
お
り
、
州
や
地
域
リ
ー
ダ
ー
に
対
し

て
、
友
好
都
市
提
携
に
際
し
て
は
、
「
透
明
性
、
互
恵
性
、
説
明
責
任
と
い
っ
た
原
則
に
基
づ
き
米
国
の
戦
略
的
利
益
に
反
し

な
い
よ
う
に
す
べ
き
」
と
注
意
喚
起
し
て
い
る
。 

 

一
方
、
我
が
国
の
自
治
体
は
、
中
国
と
の
友
好
都
市
提
携
を
一
般
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
が
支
援
し
て
い
る
が
、
中

国
側
で
は
中
国
人
民
対
外
友
好
協
会
が
推
進
役
を
担
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
中
国
人
民
対
外
友
好
協
会
に
つ
い
て
、
ポ
ン
ペ
オ
米
国
国
務
長
官
（
当
時
）
は
二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
三
日

の
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
州
議
会
で
の
演
説
で
、
「
中
国
の
外
交
官
や
中
国
共
産
党
の
要
員
が
全
米
の
州
政
府

や
議
会
の
関
係
者
に
対
し
、
ス
パ
イ
活
動
や
影
響
力
拡
大
の
た
め
の
工
作
を
展
開
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
「
米
国
に
お
け
る
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中
国
と
の
友
好
都
市
提
携
は
、
中
国
人
民
友
好
協
会
の
管
轄
下
に
あ
り
、
こ
の
団
体
は
中
国
統
一
戦
線
工
作
部
の
一
部
で
あ

り
、
共
産
党
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
機
関
で
あ
る
」
と
述
べ
、
警
戒
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
二
〇
二
三
年
八
月
九
日
付
の
産
経
新
聞
に
よ
れ
ば
、
同
年
七
月
末
に
台
湾
で
開
催
さ
れ
た
、
日
米
欧
豪
な
ど
四
十

カ
国
の
議
員
連
盟
「
対
中
政
策
に
関
す
る
国
会
議
員
連
盟
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
」
の
年
次
総
会
に
参
加
し
た
議
員
に
対
し
、
訪
台
を

取
り
や
め
る
よ
う
中
国
側
か
ら
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
圧
力
が
あ
っ
た
ほ
か
、
日
台
交
流
サ
ミ
ッ
ト
の
際
も
、
中
国
総
領
事
館
が

宮
城
県
や
神
戸
市
に
対
し
「
台
湾
は
中
国
の
一
部
」
と
し
て
開
催
中
止
を
求
め
る
な
ど
我
が
国
の
自
治
体
に
対
し
て
も
露
骨
に

内
政
干
渉
を
し
て
い
る
。 

 

最
近
で
は
、
日
本
国
内
に
中
国
の
地
方
公
安
局
の
海
外
派
出
所
が
複
数
設
置
さ
れ
、
在
日
中
国
人
に
対
す
る
監
視
活
動
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
、
国
際
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
ウ
ォ
ッ
チ
」
は
、

本
年
十
月
九
日
付
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
記
事
「
日
本
：
中
国
当
局
が
海
外
に
い
る
政
権
批
判
者
に
対
し
て
嫌
が
ら
せ
」
で
、
中
国

当
局
が
日
本
で
人
権
侵
害
を
批
判
す
る
中
国
出
身
者
の
口
封
じ
を
試
み
て
い
る
と
し
、
日
本
政
府
に
対
し
、
「
国
境
を
越
え
た

人
権
弾
圧
を
許
容
し
な
い
と
明
確
に
す
る
べ
き
だ
」
と
訴
え
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
自
治
体
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
で
は
、
こ
う
し
た
中
国
の
影
響
力
工
作
に
関
す
る
十
分
な
知
識
が
自
治
体
に
共
有
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さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
我
が
国
も
米
国
の
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
関
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
事

例
や
分
析
を
自
治
体
と
共
有
し
、
工
作
活
動
に
対
す
る
注
意
喚
起
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

以
下
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
、
米
国
の
国
家
防
諜
安
全
保
障
セ
ン
タ
ー
（
Ｎ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
の
よ
う
に
、
我
が
国
自
治
体
に
対
し
て
講
習
や
研
修
な

ど
を
通
じ
て
、
中
国
が
友
好
都
市
提
携
を
利
用
し
て
行
う
工
作
の
実
例
を
共
有
し
、
具
体
的
な
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る

か
。 

二 

政
府
は
、
中
国
に
よ
る
我
が
国
自
治
体
へ
の
工
作
と
思
わ
れ
る
事
例
に
つ
い
て
、
自
治
体
が
認
知
し
た
際
に
報
告
を
義
務

付
け
る
な
ど
、
体
系
的
な
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
そ
の
傾
向
や
手
法
を
分
析
し
、
自
治
体
の
首
長
や
国
際
担

当
部
門
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
体
制
を
構
築
し
て
い
る
か
。 

三 

警
察
白
書
は
「
中
国
の
動
向
」
「
我
が
国
に
お
け
る
諸
工
作
等
」
で
、
中
国
に
よ
る
情
報
活
動
に
つ
い
て
「
巧
妙
か
つ
多

様
な
手
段
」
や
「
積
極
的
な
働
き
掛
け
」
を
記
載
し
て
い
る
が
、
毎
年
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
り
、
具
体
例
に
乏
し
い
。
こ

の
よ
う
な
重
要
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
国
民
に
具
体
的
事
例
を
示
し
、
注
意
喚
起
す
る
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
特
に
「
警
察
白
書
」
に
お
い
て
は
、
可
能
な
限
り
我
が
国
の
事
例
を
積
極
的
に
公
開
し
、
海
外
事
例
と
の
比
較
分
析
や
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最
新
の
傾
向
と
手
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
防
諜
意
識
の
向
上
に
役
立
つ
内
容
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
「
警
察
活
動
に

支
障
が
あ
る
」
と
し
て
一
切
の
回
答
を
拒
否
す
る
姿
勢
は
、
責
任
放
棄
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求

め
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


